
 

 

 

 2011 年 3 月 2 日 

  

関 東 支 社 

 

 

 

 

本日、郵便物の隠匿容疑により弊社元期間雇用社員が佐倉警察署により千葉地方

検察庁に書類送検されました。 

ご利用のお客様並びに関係の皆様には、多大なご迷惑をお掛けすることとなり、 

誠に申し訳ございません。また、弊社の事業に対する信頼を損なうこととなり、 

深くお詫び申し上げます。 

今後このようなことが発生しないよう、管内全社員に対して指導を徹底してまい

ります。 

 

 
１ 発生支店  郵便事業株式会社 佐倉支店 
        所在地 千葉県佐倉市海隣寺町 2番 5号 

 

２ 関係者    氏名  Ａ  （20 歳） 

        所属 第一集配営業課 元期間雇用社員 

 

３ 犯行時期   平成 22 年 10 月 30 日（土）から平成 22 年 11 月 23 日（火） 

 

 
４ 通数等    郵便物 約 350 通 
 
 
 
５ その他    当該社員は、平成 22 年 12 月 10 日付けで懲戒解雇しています。 

 
   
 

以 上  

 

 

                                         
 【報道関係の方のお問い合わせ先】 

郵便事業株式会社 

関東支社 総務部（広報担当 萩野） 

電話：(直 通)０４８－６００－２１０４ 

     (ＦＡＸ)０４８－６０１－１８２９ 

郵便事業株式会社 佐倉支店期間雇用社員による郵便物の隠匿 


